
・エナメル質初期う蝕管理加算 260点 
・歯周病安定期治療（Ⅱ） 

       歯数により380点～830点 
・在宅患者訪問口腔リハビリテーショ    

 ン指導管理料の加算     100点 

 （2）  2016年（平成28年） 6月25日                長 野 保 険 医 新 聞 （第三種郵便物認可）                           No.424                   

 今次改訂から

２ヶ月以上が過ぎ

ました。私なりの感想をまと

めてみました。 

 今次改訂の最大の注目点は

従来の外来環境加算、歯援診

の届けが前提の新たな施設基

準「かかりつけ歯科医機能強

化型歯科診療所（か強診）」

が導入された点でしょう。か

強診の届けを出すと以下の点

数が算

定可能

となります。 

 

 

 

 

  

 中でも歯周病安定期治療（Ⅱ）の増

点は歯科診療報酬体系を補綴修復と

いった(cure)からメインテナンス中心の

（care）への誘導を図っているものと

思われます。近年様々な統計研究など

から口腔内の状態や残存歯数が全身状

態に大きな影響を及ぼしていることが

明らかになっており、厚生労働省とし

ても全体としての医療費削減を図る意

図があることは明白で この流れは今後

も継続すると思います。 

  現在長野県でか強診の届け出をして

いる歯科診療所の割合は15％ほどにと

どまっています。今後か強診の届け出

医療機関を増加させて行く取り組みが

必要と思います。届け出が今の水準の

 関東信越厚生局のホームページで公

開の保険医療機関指定状況から長野事

務所関係の医科と歯科の新規指定分を

紹介している。5/1～5/30間では、医科

３件。（氏名敬称略） 

ままでは歯科診療所間で様々な格差拡

大の可能性がある訳で、歯科医師自身

の思考を従来の補綴中心から歯周、咬

合などメインテナンス中心の診療体系

への転換を図って行くことが急務と思

います。 

 歯周病安定期治療（Ⅱ）では増点に

なった反面患者負担も高額になってし

まいます。メインテナンスで患者さん

と長くお付合いして行くためには患者

さんにメインテナンスの重要性をしっ

かり理解し

て頂くこと

はもちろん

補綴も含めて自身

の行なった治療の

予後経過も追うこ

とになります。い

い加減な治療では

患者が付いてこな

いでしょう。保険医が保険治療の質を

競う時代が来たと言えると思います。 

 一方で新技術として取り入れられた

歯科ＣＴ撮影装置及び手術用顕微鏡を用

いた歯根端切除手術の評価や前回の改

訂で導入されたCAD/CAM冠などあえて

施設基準を出さず自費誘導を図る保険

診療に後ろ向きの考えも一部にあり歯

科界全体の課題と言えるでしょう。 

 その他、ファイバーコア、歯冠補綴

時色調採得検査、金属アレルギー患者

へのCAD/CAM冠や前装冠の適応拡大な

ど全体としては未だかつてない改訂で

はなかったかと評価しています。 

（安曇野市 布山歯科医院） 

が最新(表参照)。そこで長野県の歯科技

工所は414でアンケートを送付した418

件はそれに近い数。長野県では技工所

数、技工士の技工所への就業は横ばい

だが、病院・診療所への就業は1998年末

をピークに減少傾向が続いている。 

技工士法で２年毎に12月31日現在の氏

名、住所等を当該年の翌年１月15日まで

に就業地の都道府県知事に届け出るこ

とになっている。厚生労働省の「衛生行

政報告例」の中で公表の「就業歯科技工

士と歯科技工所」の統計は2014年12月末

 長野県保険医協会では、施設基準対

応の研修会を2008年に歯科外来診療環境

体制加算(外来環)が出来て以降、定期

的に実施してきていることから、施設

基準の届出状況を暫時の歯科部会に報

告している。本年４月改定の新設項目

を反映した５月１日付の届出状況を入

れた表は上に掲載の通り。表は昨年11

月も入れ比較できるようにした。11月

～本年３月は動きが少なく、改定に伴

う４月に大きく動いて５月に更に追加

が出た形。昨年11月と比べ、４月改定

で従来をⅠとし、算定しやすいⅡを設

けた歯科治療総合医療管理料(医管)が

大幅に増え、一部機材が重複する外来

環の届出数とほぼ並んだ。 

新設「か強診」15％は全国３位 

 新設のかかりつけ歯科医機能強化型

歯科診療所(か強診）は元になる外来環

と在宅療養支援歯科診療所(歯援診)の

届出率が長野県では従来から高かった

こともあり、他県より高い届出率が予

測されていたが、15.0％(5/1現在)は保

団連調べ(地方厚生局の公表現在月日が

4/1・5/1・6/1と混在)の島根県15.44％

(5/1)、徳島県15.17％(6/1)に次ぐ。15％

台はこの３県のみ。10～12％台で続くの

は北から岩手、山形、愛媛、佐賀の４

県。地方に比べ都市部の届出率は大阪

4.73％(6/1）、神奈川2.7％(5/1)、福岡

2.33％(5/1)、東京0.78％(4/1)と低く

なっている。全国各地の外来環、歯援

診対応の研修会が定員

を超える盛況で今後、

現在需要に追いついて

ない口腔外バキューム

の設置が進めば、地方

で10％前後、都市部で

５％前後の届出率にな

るのではないかと予測

される。 

診療科名※1 郵便番号 電　話 開設者 ・ 管理者※2 従事※3 病床 指定日※4

降旗醫院 内  呼内　アレ 381-0023 長野市大字風間２４９－１ 026-213-7731 個人 ・ 降旗  兼行 常勤1 無 2016/6/1

駒ヶ根泌尿器科クリニック ひ  内 399-4107 駒ヶ根市南田１０番１３号 0265-98-8876 個人 ・ 髙  栄哲 常勤1 無 2016/6/1

千葉眼科 眼 398-0004 大町市常盤３５６４ 0261-85-5578 個人 ・ 千葉  大 常勤2 無 2016/6/1

名　　　　称 所　　在　　地

※1診療科名は略記載. ※2開設者が個人の場合は開設・管理者は同一. ※3従事の形態で病院・診療所は医師数,歯科併設は区分明記,歯科診療所は歯科医師数. ※4指定期間は指定日より 6年.

 

 歯科技工所の長時間労働や経営難が

放置され、若年歯科技工士の高い離職

率も指摘される中、 長野県保険医協会

では、保団連の全国規模の歯科技工所

アンケートに協力する形で６月10日に

県下の全歯科技工所にアンケートを郵

送、同月27日締切で現在、回収中だ。ア

ンケートは技工問題改善のための忌憚

のない意見を拝聴することが目的。送

付は県の名簿にあった418の歯科技工所

だが、28件が「宛所になし」で戻ってき

ていて技工所の実数減が心配される。 

 業務に従事する歯科技工士は、歯科

 

布山 徹 

（病初診） 地域歯科診療支援病院歯科初診料 【病院】 15 34.1% 15 34.1%

（外来環） 歯科外来診療環境体制加算 383 35.4% 416 38.6%

（歯特連） 歯科診療特別対応連携加算 【病初診の病院】 13 86.6% 13 86.6%

（医管） 歯科治療総合医療管理料（2016より（Ｉ）（Ⅱ）） 295 27.3% 415 38.5%

（歯援診） 在宅療養支援歯科診療所 【診療所】 209 20.2% 234 22.6%

（在歯管） 在宅患者歯科治療総合医療管理料 109 10.1% 167 15.5%

（歯地連） 歯科訪問診療料に係る地域医療連携体制加算 【診療所】 259 25.0% 261 25.2%

（歯技工） 歯科技工加算 100 9.3% 101 9.4%

（う蝕無痛） う蝕歯無痛的窩洞形成加算 59 5.5% 64 5.9%

（GTR） 歯周組織再生誘導手術 148 13.7% 148 13.7%

（手術歯根） 手術時歯根面レーザー応用加算 35 3.2% 38 3.5%

（人工歯根） 広範囲顎骨支持型装置埋入手術 【病院】 8 18.2% 8 18.2%

（補管） クラウン・ブリッジ維持管理料 1,060 98.1% 1,053 97.7%

（矯診） 歯科矯正診断料 32 3.0% 32 3.0%

（顎診） 顎口腔機能診断料(顎変形症(顎離断等の手術を必要とするもの
に限る。)の手術前後における歯科矯正に係るもの)

19 1.8% 19 1.8%

（在か診）
→（在推進）

在宅かかりつけ歯科診療所加算 【診療所】 26 2.5% 31 3.0%

（歯リハ2） 歯科口腔リハビリテーション料2 243 22.5% 244 22.6%

（歯ＣＡＤ） ＣＡＤ/ＣＡＭ冠 602 55.7% 657 60.9%

（咀嚼機能） 有床義歯咀嚼機能検査 3 0.3%

（か強診） かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所 【診療所】 155 15.0%

（歯訪診） 歯科訪問診療料の注13に規定する基準（2017.3まで猶予あり） 46 4.3%

（根切顕微） 歯根端切除手術の注３ 22 2.0%

（手顕微加） 手術用顕微鏡加算 25 2.3%

参考　長野県の歯科の保険医療機関数
診療所・病院の区分

歯科（診療所） 1,021 1,017

診療所 16 診療所 17

病院 44 病院 44

総　　　数 1,081 1,078
再掲（診療所＝歯科診療所＋医科歯科併設診療所の歯科）

5.1現在

 関東信越厚生局長野事務所分の歯科関係の施設基準の届出状況 （病院関係の一部除く）

 略 称 施 設 基 準 名 【対象医療機関の区分ありの場合】
2015年 2016年
11/1現在 5/1現在

/
/
/
/
/

関東信越厚生局ホームページで掲載済の長野事務所管内「保険医療機関・保険薬局の指定一覧」の2015年11月1日現在、
2016年5月1日現在.より作成。休止中の医療機関を含む。

関東信越厚生局ホームページで掲載済の長野事務所管内の施設基準関係の「届出受理医療機関名簿」の2015年11月1日
現在、2016年5月1日現在より作成。
病院関係の次のカッコ内のものは略した（歯科画像診断管理加算1 歯科画像診断管理加算2、歯科点数表第２章第９部手術
の通則第９号に掲げる手術の休日加算１、歯科点数表第２章第９部手術の通則第９号に掲げる手術の時間外加算１、歯科点
数表第２章第９部手術の通則第９号に掲げる手術の深夜加算１、口腔病理診断管理加算１、口腔病理診断管理加算２）。
なお、「参考　長野県の歯科の保険医療機関数」にある届出の対象となる保険医療機関の区分による保険医療機関数でみた
割合を付した。

医療機関数 歯科併設医療機関（病院・医科歯科併設診療所の歯科）

2015
11.1現在

(1,034)(1,037)

2016

2016年４月の

診療報酬改定

から２か月となります。各科・各院所で

改定内容がどうだったのか、影響、評

価、ご意見などの原稿を募集していま

す。原稿の送り先は、本紙１面題字左の

発行元まで、

各種の通信

手段でお寄せください。文字数は500～

800文字の範囲内でお願いします。掲載

分につきましては２千円の図書カード

を贈呈致します。 

　　表.　就業歯科技工士と歯科技工所の推移（１９９６年末～２０１４年末の隔年）

就業歯科技工士 1996年末 1998年末 2000年末 2002年末 2004年末 2006年末 2008年末 2010年末 2012年末 2014年末

全国 36,652 36,569 37,244 36,765 35,668 35,147 35,337 35,413 34,613 34,495

長野県 696 713 682 677 647 682 677 666 661 666
　　歯科技工所 496 499 498 478 454 498 494 495 508 517
　　病院・診療所 197 210 178 196 187 180 177 169 151 148
　　その他 3 4 6 3 6 4 6 2 2 1

歯科技工所 1996年末 1998年末 2000年末 2002年末 2004年末 2006年末 2008年末 2010年末 2012年末 2014年末

長野県 371 381 401 405 416 409 409 413 408 414

全国 16,779 17,648 18,199 18,722 19,233 19,435 19,369 19,443 19,706 20,166
統計は隔年で公表されていて2014年末が最新。厚生労働省の「衛生行政報告例」より、長野県保険医協会で作成。
※網掛け部分はピークを示す。
※松本歯科大学衛生学院・歯科技工士学科の最後の卒業生が出たのは2006年（平18）3月。
※2010年末の「歯科技工所」は東日本大震災の影響により、宮城県が含まれていない。（震災は2011年3月、2010年末分の事務処理の関係と見られる)

 


